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新型コロナウイルス感染症（変異株）のまとめ

１. 懸念される変異株（Variant of Concern : VOC）

一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す中で少しずつ変異していくものであり、新型コロナウイ
ルスも約2週間で一箇所程度の速度で変異していると考えられている。

国立感染症研究所は、こうした変異をリスク分析し、その評価に応じて、変異株を「懸念される変
異株（VOC）」と「注目すべき変異株（VOI）」に分類※１している。
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主に感染性や重篤度が増す・ワクチン効果を弱めるなど性質が変化した可能性のある株

• B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）※２

• B.1.351系統の変異株（ベータ株）

• P.1系統の変異株（ガンマ株）

• B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）

２. 注目すべき変異株（Variant of Interest : VOI）

主に感染性や重篤度・ワクチン効果などに影響を与える可能性が示唆される株

• R.1（E484Kがある変異株）※海外から移入したとみられるが起源不明

• B.1.427/B.1.429系統の変異株（イプシロン株）

• P.3系統の変異株（シータ株）

• B.1.617.1系統の変異株（カッパ株）

※１国立感染症研究所では、WHOと同様に、変異株をVOCとVOIに分類している。国内での検出状況等を加味することから、分類は各国によって異なる。※２PANGO系統(pango lineage)は、新型コロナウイ
ルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法であり、変異株の呼称として広く用いられている。括弧内の変異株名は、WHOラベルである。
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新型コロナウイルスの懸念される変異株（VOC）

PANGO系統
(WHOラベル)

最初の
検出

主な
変異

感染性
（従来株比）

重篤度
（従来株比）

再感染やワクチン
効果（従来株比）

B.1.1.7系統の変
異株
（アルファ株）

2020年9月
英国

N501Y
1.32倍と推定※
（５～７割程度
高い可能性）

1.4倍（40-64歳
1.66倍）と推定※

（入院・死亡リスクが高い
可能性）

効果に影響がある
証拠なし

B.1.351
系統の変異株
（ベータ株）

2020年5月
南アフリカ

N501Y
E484K

5割程度高い
可能性

入院時死亡リスク
が高い可能性

効果を弱める
可能性

P.1系統の変異株
（ガンマ株）

2020年11月
ブラジル

N501Y
E484K

1.4-2.2倍高い
可能性

入院リスクが高い
可能性

効果を弱める可能性
従来株感染者の再感染

事例の報告あり

B.1.617.2系統
の変異株
（デルタ株）

2020年10月
インド

L452R 高い可能性
入院リスクが高い

可能性
ワクチンと抗体医薬の
効果を弱める可能性

(出典)国立感染症研究所、WHO

※感染性・重篤度は、国立感染症研究所等による日本国内症例の疫学的分析結果に基づくもの。ただし、重篤度について、本結果のみから変異株の重症度について結論づけることは困難。
※PANGO系統(PANGO Lineage)は、新型コロナウイルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法であり、変異株の呼称として広く用いられている。括弧内の変異
株名は、WHOラベルである。
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新型コロナウイルスの注目すべき変異株（VOI）

PANGO系統
(WHOラベル)

最初の
検出

主な
変異

概要

R.1系統の変異株
（E484Kがある変異
株）

- E484K

• 国内で海外から移入したとみられるが起源不明
• 感染性に影響を与える可能性がある変異は認められない
• 現在日本で使用されているワクチンの効果を完全に無効

化するものとは考えにくい
• 引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握

B.1.427/B.1.429系
統の変異株
（イプシロン株）

2020年5月
米国

L452R
• 2割程度の感染性の増加と治療薬（抗体医薬）の効果への

影響が示唆されている
• 引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握

P.3系統の変異株
（シータ株）

2021年1月
フィリピン

N501Y
E484K

• 感染性の増加とワクチンの効果を弱める可能性が示唆さ
れている

• 引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握

B.1.617.1系統の変
異株
（カッパ株）

2020年10月
インド

L452R
E484Q

• 感染性の増加と治療薬（抗体医薬）の効果への影響が示
唆されている

• 引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握

(出典）国立感染症研究所、WHO

※件数は暫定値であり、その時点において最新のpango lineageを基に計上しているものであるため、再集計した際に数値が変動する可能性がある。
※PANGO系統(pango lineage)は、新型コロナウイルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法であり、変異株の呼称として広く用いられている。括弧内の変異株
名は、WHOラベルである。
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国立感染症研究所のゲノム解析の実施状況

（出典）感染症発生動向調査（IDWR）

※件数は暫定値であり、その時点において最新のpango lineageを基に計上しているものであるため、再集計した際に数値が変動する可能性がある。
注）デルタ株、カッパ株は厚生労働省において追記。

2021/6/18公表

国内におけるSARS-CoV-2のゲノム解析

(系統のみを特定できたものも含む)（6/14時点）括弧内は6/7時点比

B.1.1.7系統の変異株（アルファ株） :国内19,453例(+2,415)、検疫303例 (+9)
B.1.351系統の変異株（ベータ株） :国内27例(+0)、検疫71例(+1)
P.1系統の変異株（ガンマ株） :国内88例(+2)、検疫20例(+0)
B.1.617.2系統の変異株(デルタ株） :国内132例、検疫190例
R.1系統の変異株(E484Kがある変異株) :国内6,770例(+360)、検疫4例(+0)
B.1.427/B.1.429系統の変異株（イプシロン株）:国内1例(+0)、検疫25例(+0)
B.1.617.1系統の変異株(カッパ株） :国内7例、検疫20例
P.3系統の変異株（シータ株） :国内0例、検疫7例(+0)

累積:50,978（6/14時点)（+1,259）括弧内は6/7時点比

都道府県別・空港等検疫の累積：北海道1,810、青森県87、岩手県363、宮城県1,396、秋田県182、山形県133、福島県
935、茨城県1,446、栃木県1,188、群馬県702、埼玉県2,957、千葉県2,104、東京都822、神奈川県2,176、新潟県
834、富山県485、石川県910、福井県545、山梨県280、長野県938、岐阜県281、静岡県848、愛知県572、三重県
1,069、滋賀県722、京都府1,383、大阪府2,112、兵庫県6,370、奈良県827、和歌山県1,048、鳥取県226、島根県
225、岡山県430、広島県1,267、山口県777、徳島県169、香川県376、愛媛県235、高知県274、福岡県4,565、佐賀県
459、長崎県542、熊本県795、大分県894、宮崎県254、鹿児島県1,068、沖縄県1,571、空港等検疫1,326

国立感染症研究所等における全ゲノム解析により確認されたVOC, VOI
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B.1.351系統の変異株（ベータ株） 国内事例 n=24 (+0) ※1

陽

性

者

数

都道府県別の懸念される変異株の事例数(ゲノム解析)（HER-SYS）

※1. 国内事例は、6月21日までにHER-SYSで把握した累計を計上しており、自治体で公表された数字とは異なる可能性がある。また、ゲノム解析の国内事例数には、自治体等（地方衛生研究所・大学等）でゲ
ノム確定した数が含まれる。公表後にHER-SYS上で事例削除・変更等された事例があることから、先週との事例数の差分については、負の数となっている場合がある。
※2. B.1.617系統の変異株(デルタ株等）にはB.1.617.3系統やB.1.617.1系統の変異株(カッパ株)が含まれていることに注意。 B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)の事例数は精査中です。

都道府県名
(L452R変異株PCR検査陽性者数 433件)

2021/6/21時点、
国内事例の括弧内の数字は、
6/16公表との比較

15

1 2 1 1 1
0

20

40

60

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

P.1系統の変異株（ガンマ株）国内事例 n=82 (+2) ※1
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B.1.617系統の変異株（デルタ株等）国内事例 n=153 (+36) ※1, 2
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B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）の監視体制
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デルタ株の患者※
検査法：全ゲノム解析

所要:数日以上

新型コロナ患者
検査法：PCR検査
所要：数時間

L452R変異の患者※
検査法：L452R変異株PCR検査

所要：数時間

陽
性

デ
ル
タ
株

自治体で全陽性者の
40%分の検体を抽出

国立感染症研究所で
全ゲノム解析

地方衛生検査所等でL452R
変異株PCR検査を実施

• 5/28、国委託の一部民間検査機関で（デルタ株の主要変異である）L452R変異を検出す
るPCR検査（L452R変異株PCR検査）を用いたスクリーニングを先行的に実施。

• 6/4、全ての都道府県に対し、L452R変異株スクリーニングを全陽性者の約４割の実施割
合を目指して実施するよう要請（現在、全ての都道府県でL452R変異株スクリーニング
を実施）。変異株事例が確認された場合には、検査や積極的疫学調査を強化して、感染拡大防
止に取り組む。

※ L452R変異があるカッパ株、イプシロン株、C.36系統など他の株を検出する可能性がある

ア
ル
フ
ァ
株
等

陰
性



L452R変異株スクリーニング検査の実施率・陽性率（機械的な試算）速報値

※１ 各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。※２ 速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※
３ 一部の都道府県ではN501Y変異株PCR検査が陰性だった検体に対して、L452R変異株PCR検査を実施。※４ L452R変異があるイプシロン株、C.36系統など他の株を検出する可
能性や一部検体を対象に実施したものであり、地域の感染状況の評価には注意が必要。 7

6/7-
6/13

新規
陽性者数

合計（①+②） ①自治体 ②民間検査機関

実施率 陽性率
実施
件数

陽性
者数

実施率 陽性率
実施
件数

陽性
者数

実施率 陽性率

北海道 980 23% 0% 224 0 23% 0% 6 0 1% 0%

埼玉県 593 18% 0% 21 0 4% 0% 88 0 15% 0%

千葉県 654 23% 9% 113 12 17% 11% 38 2 6% 5%

東京都 2,689 21% 4% 49 9 2% 18% 504 15 19% 3%

神奈川 1,380 12% 10% 94 13 7% 14% 74 3 5% 4%

愛知県 1,059 49% 3% 388 10 37% 3% 129 5 12% 4%

京都府 246 16% 0% 15 0 6% 0% 25 0 10% 0%

大阪府 919 23% 5% 187 10 20% 5% 26 1 3% 4%

兵庫県 312 38% 9% 113 11 36% 10% 5 0 2% 0%

福岡県 334 31% 0% 87 0 26% 0% 17 0 5% 0%

沖縄県 1,009 36% 0% 200 0 20% 0% 164 0 16% 0%

全国 12,688 27% 3% 2,295 74 18% 3% 1,179 34 9% 3%



変異株スクリーニング検査の実施状況（6/7-6/13) 速報値 2021/6/22時点

※１ 各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。※２ 速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３一部の都道府県では、N501Y変異株PCR検査が陰
性だった検体に対して、L452R変異株PCR検査を実施している。※４ L452R変異があるイプシロン株、C.36系統など他の株を検出する可能性や一部検体を対象に実施したものであり、地域の感染状況を評価するには注意が必要であ
る。
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都道府県
新規

陽性者数
実施件数

①
陽性者数

②
陽性率%
②/①

１ 北海道 980 230 0 0 

２ 青森県 31 2 0 0 

３ 岩手県 88 1 0 0 

４ 宮城県 56 27 0 0 

５ 秋田県 3 2 0 0 

６ 山形県 11 0 0 0

７ 福島県 71 25 0 0 

８ 茨城県 210 3 0 0 

９ 栃木県 184 44 0 0 

10 群馬県 64 24 13 54 

11 埼玉県 593 109 0 0 

12 千葉県 654 151 14 9 

13 東京都 2,689 553 24 4 

14 神奈川県 1,380 168 16 10 

15 新潟県 65 31 0 0 

16 富山県 37 31 0 0 

17 石川県 37 4 0 0 

18 福井県 9 0 0 0

19 山梨県 169 146 0 0 

20 長野県 59 22 0 0 

21 岐阜県 157 0 0 0

22 静岡県 224 90 3 3 

23 愛知県 1,059 517 15 3 

24 三重県 98 51 0 0 

都道府県
新規

陽性者数
実施件数

①
陽性者数

②
陽性率%
②/①

25 滋賀県 111 102 0 0 

26 京都府 246 40 0 0 

27 大阪府 919 213 11 5 

28 兵庫県 312 118 11 9 

29 奈良県 67 5 1 20 

30 和歌山県 16 10 0 0 

31 鳥取県 0 0 0 0

32 島根県 5 4 0 0 

33 岡山県 74 0 0 0

34 広島県 221 38 0 0 

35 山口県 72 47 0 0 

36 徳島県 10 26 0 0 

37 香川県 28 13 0 0 

38 愛媛県 10 9 0 0 

39 高知県 61 1 0 0 

40 福岡県 334 104 0 0 

41 佐賀県 10 0 0 0

42 長崎県 71 11 0 0 

43 熊本県 55 23 0 0 

44 大分県 28 23 0 0 

45 宮崎県 14 16 0 0 

46 鹿児島県 87 76 0 0 

47 沖縄県 1,009 364 0 0 

全国 12,688 3,474 108 3%



変異株スクリーニング検査の実施率・陽性率（機械的な試算）速報値 2021/6/21時点

資料４②

5/17-5/23 5/24-5/30 5/31-6/6 6/7-6/13

①

新規感

染者数

②

変異株

PCR検

査実施

件数(㋐

+㋑)

㋐

自治体

実施件

数

㋑

民間検

査機関

実施件

数

㋐/①

自治体

実施率

㋑/①

民間検

査機関

実施率

③

変異株

PCR検

査陽性

者(㋒+

㋓)

㋒

自治体

陽性者

㋓

民間検

査機関

陽性者

㋒/㋐

自治体

陽性率

㋓/㋑

民間検

査機関

陽性率

②/①

変異株

PCR検

査実施

率

③/②

変異株

PCR検

査陽性

率

①

新規感

染者数

②

変異株

PCR検

査実施

件数(㋐

+㋑)

㋐

自治体

実施件

数

㋑

民間検

査機関

実施件

数

㋐/①

自治体

実施率

㋑/①

民間検

査機関

実施率

③

変異株

PCR検

査陽性

者(㋒+

㋓)

㋒

自治体

陽性者

㋓

民間検

査機関

陽性者

㋒/㋐

自治体

陽性率

㋓/㋑

民間検

査機関

陽性率

②/①

変異株

PCR検

査実施

率

③/②

変異株

PCR検

査陽性

率

①

新規感

染者数

②

変異株

PCR検

査実施

件数(㋐

+㋑)

㋐

自治体

実施件

数

㋑

民間検

査機関

実施件

数

㋐/①

自治体

実施率

㋑/①

民間検

査機関

実施率

③

変異株

PCR検

査陽性

者(㋒+

㋓)

㋒

自治体

陽性者

㋓

民間検

査機関

陽性者

㋒/㋐

自治体

陽性率

㋓/㋑

民間検

査機関

陽性率

②/①

変異株

PCR検

査実施

率

③/②

変異株

PCR検

査陽性

率

①

新規感

染者数

②

変異株

PCR検

査実施

件数(㋐

+㋑)

㋐

自治体

実施件

数

㋑

民間検

査機関

実施件

数

㋐/①

自治体

実施率

㋑/①

民間検

査機関

実施率

③

変異株

PCR検

査陽性

者(㋒+

㋓)

㋒

自治体

陽性者

㋓

民間検

査機関

陽性者

㋒/㋐

自治体

陽性率

㋓/㋑

民間検

査機関

陽性率

②/①

変異株

PCR検

査実施

率

③/②

変異株

PCR検

査陽性

率

北海道 4,180 1,982 427 1,555 10 37 1,780 358 1,422 84 91 47 90 3,099 1,415 230 1,185 7 38 1,255 208 1,047 90 88 46 89 1,812 786 106 680 6 38 694 96 598 91 88 43 88 980 230 224 6 23 1 0 0 0 0 0 23 0

青森県 206 96 55 41 27 20 20 16 4 29 10 47 21 183 118 28 90 15 49 34 9 25 32 28 64 29 76 11 0 11 0 14 7 0 7 - 64 14 64 31 2 0 2 0 6 0 0 0 - 0 6 0

岩手県 120 26 23 3 19 3 11 10 1 43 33 22 42 93 29 27 2 29 2 13 13 0 48 0 31 45 66 28 27 1 41 2 14 13 1 48 100 42 50 88 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 1 0

宮城県 176 62 49 13 28 7 54 46 8 94 62 35 87 121 55 45 10 37 8 53 44 9 98 90 45 96 125 41 29 12 23 10 34 25 9 86 75 33 83 56 27 26 1 46 2 0 0 0 0 0 48 0

秋田県 53 51 49 2 92 4 9 8 1 16 50 96 18 14 21 20 1 143 7 3 3 0 15 0 150 14 5 1 1 0 20 0 1 1 0 100 - 20 100 3 2 2 0 67 0 0 0 0 0 - 67 0

山形県 167 33 18 15 11 9 27 15 12 83 80 20 82 74 46 35 11 47 15 34 23 11 66 100 62 74 42 34 26 8 62 19 26 19 7 73 88 81 76 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -

福島県 201 116 66 50 33 25 83 51 32 77 64 58 72 124 92 51 41 41 33 57 32 25 63 61 74 62 73 49 29 20 40 27 33 19 14 66 70 67 67 71 25 24 1 34 1 0 0 0 0 0 35 0

茨城県 387 252 181 71 47 18 159 121 38 67 54 65 63 318 200 138 62 43 19 116 77 39 56 63 63 58 207 180 124 56 60 27 138 97 41 78 73 87 77 210 3 0 3 0 1 0 0 0 - 0 1 0

栃木県 236 203 166 37 70 16 155 133 22 80 59 86 76 248 217 171 46 69 19 160 129 31 75 67 88 74 159 166 128 38 81 24 124 104 20 81 53 104 75 184 44 41 3 22 2 0 0 0 0 0 24 0

群馬県 379 220 81 139 21 37 145 63 82 78 59 58 66 232 140 41 99 18 43 80 29 51 71 52 60 57 105 98 45 53 43 50 67 33 34 73 64 93 68 64 24 11 13 17 20 13 7 6 64 46 38 54

埼玉県 1,269 816 75 741 6 58 634 69 565 92 76 64 78 887 524 61 463 7 52 399 51 348 84 75 59 76 737 526 82 444 11 60 407 60 347 73 78 71 77 593 109 21 88 4 15 0 0 0 0 0 18 0

千葉県 841 334 129 205 15 24 264 106 158 82 77 40 79 737 402 235 167 32 23 334 213 121 91 72 55 83 694 219 81 138 12 20 187 75 112 93 81 32 85 654 151 113 38 17 6 14 12 2 11 5 23 9

東京都 4,546 2,376 92 2,284 2 50 1,994 71 1,923 77 84 52 84 3,910 1,913 65 1,848 2 47 1,622 47 1,575 72 85 49 85 2,985 1,742 41 1,701 1 57 1,506 34 1,472 83 87 58 86 2,689 553 49 504 2 19 24 9 15 18 3 21 4

神奈川県 1,886 757 174 583 9 31 609 135 474 78 81 40 80 1,622 651 86 565 5 35 542 65 477 76 84 40 83 1,438 563 90 473 6 33 457 55 402 61 85 39 81 1,380 168 94 74 7 5 16 13 3 14 4 12 10

新潟県 198 139 134 5 68 3 119 114 5 85 100 70 86 152 70 68 2 45 1 58 56 2 82 100 46 83 99 31 31 0 31 0 30 30 0 97 - 31 97 65 31 31 0 48 0 0 0 0 0 - 48 0

富山県 230 136 132 4 57 2 110 107 3 81 75 59 81 126 167 163 4 129 3 120 116 4 71 100 133 72 59 60 60 0 102 0 47 47 0 78 - 102 78 37 31 31 0 84 0 0 0 0 0 - 84 0

石川県 239 147 139 8 58 3 121 113 8 81 100 62 82 255 93 84 9 33 4 88 80 8 95 89 36 95 112 50 43 7 38 6 47 40 7 93 100 45 94 37 4 4 0 11 0 0 0 0 0 - 11 0

福井県 32 45 39 6 122 19 44 39 5 100 83 141 98 17 33 28 5 165 29 33 28 5 100 100 194 100 17 3 0 3 0 18 3 0 3 - 100 18 100 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -

山梨県 72 40 35 5 49 7 36 31 5 89 100 56 90 68 45 36 9 53 13 42 34 8 94 89 66 93 129 36 33 3 26 2 32 30 2 91 67 28 89 169 146 144 2 85 1 0 0 0 0 0 86 0

長野県 270 225 178 47 66 17 187 156 31 88 66 83 83 157 142 110 32 70 20 131 108 23 98 72 90 92 97 101 91 10 94 10 95 88 7 97 70 104 94 59 22 22 0 37 0 0 0 0 0 - 37 0

岐阜県 683 139 7 132 1 19 111 6 105 86 80 20 80 450 207 180 27 40 6 171 149 22 83 81 46 83 356 139 103 36 29 10 110 84 26 82 72 39 79 157 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -

静岡県 470 307 199 108 42 23 277 180 97 90 90 65 90 424 315 234 81 55 19 282 206 76 88 94 74 90 278 192 126 66 45 24 166 115 51 91 77 69 86 224 90 80 10 36 4 3 2 1 3 10 40 3

愛知県 3,844 1,569 849 720 22 19 1,389 758 631 89 88 41 89 2,571 1,325 717 608 28 24 1,157 641 516 89 85 52 87 1,678 950 307 643 18 38 781 274 507 89 79 57 82 1,059 517 388 129 37 12 15 10 5 3 4 49 3

三重県 246 174 150 24 61 10 155 138 17 92 71 71 89 185 140 120 20 65 11 122 103 19 86 95 76 87 155 110 91 19 59 12 106 90 16 99 84 71 96 98 51 48 3 49 3 0 0 0 0 0 52 0

滋賀県 286 116 56 60 20 21 98 54 44 96 73 41 84 284 112 38 74 13 26 92 37 55 97 74 39 82 221 156 90 66 41 30 154 90 64 100 97 71 99 111 102 44 58 40 52 0 0 0 0 0 92 0

京都府 736 317 179 138 24 19 269 156 113 87 82 43 85 389 344 91 253 23 65 300 79 221 87 87 88 87 302 167 69 98 23 32 150 68 82 99 84 55 90 246 40 15 25 6 10 0 0 0 0 0 16 0

大阪府 2,964 1,061 476 585 16 20 905 422 483 89 83 36 85 1,886 1,540 108 1,432 6 76 1,371 94 1,277 87 89 82 89 1,246 285 72 213 6 17 212 43 169 60 79 23 74 919 213 187 26 20 3 11 10 1 5 4 23 5

兵庫県 1,322 499 314 185 24 14 407 260 147 83 79 38 82 819 541 250 291 31 36 489 231 258 92 89 66 90 529 362 277 85 52 16 318 255 63 92 74 68 88 312 118 113 5 36 2 11 11 0 10 0 38 9

奈良県 300 202 125 77 42 26 183 115 68 92 88 67 91 145 80 27 53 19 37 78 27 51 100 96 55 98 132 52 31 21 23 16 47 31 16 100 76 39 90 67 5 0 5 0 7 1 0 1 - 20 7 20

和歌山県 80 111 109 2 136 3 94 93 1 85 50 139 85 54 55 43 12 80 22 50 40 10 93 83 102 91 20 137 136 1 680 5 130 130 0 96 0 685 95 16 10 10 0 63 0 0 0 0 0 - 63 0

鳥取県 19 19 19 0 100 0 19 19 0 100 - 100 100 10 8 8 0 80 0 7 7 0 88 - 80 88 1 6 6 0 600 0 6 6 0 100 - 600 100 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - -

島根県 65 51 51 0 78 0 50 50 0 98 - 78 98 42 32 31 1 74 2 29 29 0 94 0 76 91 5 30 30 0 600 0 29 29 0 97 - 600 97 5 4 4 0 80 0 0 0 0 0 - 80 0

岡山県 794 562 75 487 9 61 486 69 417 92 86 71 86 389 288 36 252 9 65 239 34 205 94 81 74 83 157 149 8 141 5 90 108 8 100 100 71 95 72 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -

広島県 1,375 451 420 31 31 2 392 368 24 88 77 33 87 859 269 224 45 26 5 244 200 44 89 98 31 91 389 227 202 25 52 6 212 192 20 95 80 58 93 221 38 38 0 17 0 0 0 0 0 - 17 0

山口県 313 211 194 17 62 5 202 188 14 97 82 67 96 174 140 122 18 70 10 136 121 15 99 83 80 97 84 86 73 13 87 15 83 72 11 99 85 102 97 72 47 47 0 65 0 0 0 0 0 - 65 0

徳島県 47 29 24 5 51 11 28 24 4 100 80 62 97 13 27 24 3 185 23 27 24 3 100 100 208 100 5 26 24 2 480 40 21 21 0 88 0 520 81 10 26 26 0 260 0 0 0 0 0 - 260 0

香川県 132 93 93 0 70 0 84 84 0 90 - 70 90 58 72 71 1 122 2 68 67 1 94 100 124 94 40 23 23 0 58 0 22 22 0 96 - 58 96 28 13 13 0 46 0 0 0 0 0 - 46 0

愛媛県 47 45 40 5 85 11 32 29 3 73 60 96 71 50 23 17 6 34 12 18 17 1 100 17 46 78 15 17 14 3 93 20 12 12 0 86 0 113 71 10 9 9 0 90 0 0 0 0 0 - 90 0

高知県 116 53 52 1 45 1 51 50 1 96 100 46 96 182 90 87 3 48 2 82 79 3 91 100 49 91 152 86 79 7 52 5 82 75 7 95 100 57 95 61 1 0 1 0 2 0 0 0 - 0 2 0

福岡県 2,486 1,109 387 722 16 29 1,003 344 659 89 91 45 90 1,318 688 256 432 19 33 587 234 353 91 82 52 85 608 483 228 255 38 42 407 201 206 88 81 79 84 334 104 87 17 26 5 0 0 0 0 0 31 0

佐賀県 185 16 10 6 5 3 14 10 4 100 67 9 88 89 20 12 8 13 9 18 12 6 100 75 22 90 28 14 12 2 43 7 13 12 1 100 50 50 93 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -

長崎県 98 88 80 8 82 8 77 73 4 91 50 90 88 67 53 47 6 70 9 52 47 5 100 83 79 98 105 37 31 6 30 6 36 30 6 97 100 35 97 71 11 11 0 15 0 0 0 0 0 - 15 0

熊本県 536 118 111 7 21 1 102 98 4 88 57 22 86 288 77 75 2 26 1 68 66 2 88 100 27 88 111 35 35 0 32 0 31 31 0 89 - 32 89 55 23 23 0 42 0 0 0 0 0 - 42 0

大分県 276 10 0 10 0 4 4 0 4 - 40 4 40 192 39 36 3 19 2 37 35 2 97 67 20 95 83 28 24 4 29 5 25 23 2 96 50 34 89 28 23 23 0 82 0 0 0 0 0 - 82 0

宮崎県 158 30 28 2 18 1 27 25 2 89 100 19 90 57 125 120 5 211 9 117 112 5 93 100 219 94 18 41 40 1 222 6 39 39 0 98 0 228 95 14 16 16 0 114 0 0 0 0 0 - 114 0

鹿児島県 260 249 248 1 95 0 213 212 1 85 100 96 86 185 118 117 1 63 1 114 114 0 97 0 64 97 181 150 150 0 83 0 135 135 0 90 - 83 90 87 76 76 0 87 0 0 0 0 0 - 87 0

沖縄県 1,222 188 56 132 5 11 162 45 117 80 89 15 86 1,821 238 103 135 6 7 219 91 128 88 95 13 92 1,597 405 128 277 8 17 364 101 263 79 95 25 90 1,009 364 200 164 20 16 0 0 0 0 0 36 0

全国 ##### ##### 6,594 9,279 19 27 ##### 5,632 7,763 85 84 46 84 ##### ##### 4,916 8,423 19 33 ##### 4,261 7,087 87 84 52 85 ##### 9,118 3,476 5,642 20 32 7,748 3,055 4,693 88 83 52 85 ##### 3,474 2,295 1,179 18 9 108 74 34 3 3 27 3

※１　各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。

※２　速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３　陽性者数に自治体の積極的疫学調査等によって把握した患者が、検査数に過去検体の実績がそれぞれ含まれている可能性がある。地域の感染状況を評価するには注意が必要である。

※４　民間検査機関の件数は、国立感染症研究所から民間検査会社に委託して実施したもの。
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B.1.617系統の変異株（デルタ株等）に対する水際強化措置 

（変異株 B.1.617指定国・地域について） 

（要旨） 

 

令和３年６月 21日 

 

１．以下の９か国・地域を「変異株 B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、

追加的に、水際強化措置を取ることとします。 

 

（１）アラブ首長国連邦 

（２）エストニア 

（３）キルギス 

（４）スウェーデン 

（５）ブラジル（パラナ州） 

（６）米国（アーカンソー州） 

（７）ペルー 

（８）ポルトガル 

（９）南アフリカ共和国 

 

２．上記の９の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、令和３年６月 24 日午前０

時からは検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で３日間待機いただき、

入国後３日目に改めて検査を受けていただくことになります。 

 

（注）アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル（パラナ州）、ペルー、南アフリカ共和国は変異株流

行国・地域として、すでに上記２．と同様の水際強化措置の対象。 

 

３．以下の「変異株 B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うことと

します。 

 

（１）米国（アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州） 

 

４．米国（３．（１）に指定する州に限る）からのすべての入国者及び帰国者については、これま

では、検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で３日間待機いただき、入

国後３日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和３年６月 24 日午前０

時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及

び入国後３日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機をしていただくこ

とになります。 

資料４③ 
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令和３年５月 25日 

最終改正 令和３年６月 21日 

 

変異株 B.1.617指定国・地域に該当する国・地域について 

 

厚 生 労 働 省 

健 康 局 

結 核 感 染 症 課 

健 康 課 

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 

生活衛生・食品安全企画課 

検 疫 所 業 務 管 理 室 

外 務 省 領 事 局 政 策 課 

 

「水際対策強化に係る新たな措置（１４）」（令和３年５月 25日）（以下「措置（１４）」という。）

及び「水際対策強化に係る新たな措置（１３）」（令和３年５月 18 日）（以下「措置（１３）」とい

う。）に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている国・地

域は以下のとおりです。 

 

１．措置（１３）の１に基づく措置の対象国・地域（下記２、３及び４の国・地域を除く） 

国・地域 指定日 １に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

アイルランド、オラ

ンダ、ギリシャ、フラ

ンス、ヨルダン 

令和３年５月 18日 令和３年５月 21日午前０時 

カザフスタン、チュ

ニジア、デンマーク 

令和３年５月 25日 令和３年５月 28日午前０時 

タイ、米国（アイオワ

州、アイダホ州、アリ

ゾナ州、オレゴン州、

コネチカット州、コ

ロラド州、デラウェ

ア州、ニューヨーク

州、ネバダ州、メイン

州、モンタナ州、ロー

ドアイランド州）、ド

イツ 

令和３年６月１日 令和３年６月４日午前０時 

米国（カンザス州、ケ

ンタッキー州、ミシ

令和３年６月 11日 令和３年６月 14日午前０時 
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シッピ州、ルイジア

ナ州、ワシントン

州）、ベルギー、ラト

ビア 

アラブ首長国連邦、

エストニア、キルギ

ス、スウェーデン、ブ

ラジル（パラナ州）、

米国（アーカンソー

州）、ペルー、ポルト

ガル、南アフリカ共

和国 

令和３年６月 21日 令和３年６月 24日午前０時 

 

※ 米国（アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州）については令

和３年６月１日付けで変異株 B.1.617指定国・地域に指定していたところ、この指定を解除する

こととし、令和３年６月 24日午前０時以降の入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する

場所での待機、入国後３日目の検査を求めないこととする。 

 

２．措置（１３）の１及び２前段に基づく措置の対象国・地域（下記３及び４の国・地域を除く） 

国・地域 指定日 １及び２の前段に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

ベトナム、マレーシ

ア 

令和３年６月１日 令和３年６月４日午前０時 

英国 令和３年６月４日 令和３年６月７日午前０時 

（上記日時までは、措置（１３）の１に基づく措置を実

施。） 

エジプト 令和３年６月 11日 令和３年６月 14日午前０時 

 

３．措置（１３）の１及び２に基づく措置の対象国・地域（下記４の国・地域を除く） 

国・地域 指定日 １及び２の前段に基づく 

措置の実施開始日時 

（日本時間） 

２の後段に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

バングラデシュ 令和３年６月 11日 令和３年６月 14 日午前

０時（上記日時までは、

措置（14）に基づく措置

を実施。） 

令和３年６月 13日午前０

時（上記日時までは、措置

（14）に基づく措置を実

施。） 

 

４．措置（１４）に基づく措置の対象国・地域 

国・地域 指定日 前段に基づく措置の 後段に基づく措置の実施開始
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実施開始日時(日本時間） 日時（日本時間） 

インド、スリランカ、

ネパール、パキスタ

ン、モルディブ 

令和３年５月 25日 令和３年５月 28 日午前

０時 

（上記日時までは、措置

（１３）の２の前段に基

づく措置を実施。） 

令和３年５月 27 日午前０

時 

（上記日時までは、措置（１

３）の２の後段に基づく措

置を実施。） 

アフガニスタン 令和３年６月１日 令和３年６月４日午前

０時 

令和３年６月３日午前０時 

 

（以上） 
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水際対策強化に係る新たな措置（１３） 

（インドで初めて確認された変異株 B.1.617への対応） 

      

令和３年５月１８日 

 

１．インドで初めて確認された変異株 B.1.617指定国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対

し、当分の間、検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での待機を求める。

その上で、入国後３日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保す

る宿泊施設を退所し、入国後 14日間の自宅等待機を求めることとする。 

 

２．上記１に基づく変異株 B.1.617指定国・地域のうち、現地の感染状況、我が国の空港検疫での

検査結果等を総合的に判断の上、当該変異株が流入するリスクがより高いと懸念される国・地域

からのすべての入国者及び帰国者に対しては、当分の間、検疫所長の指定する場所（検疫所が確

保する宿泊施設に限る）での待機を求める。その上で、入国後３日目及び６日目に改めて検査を

行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退

所し、入国後 14日間の自宅等待機を求めることとする。 

このうち、特に高い懸念があると判断された国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分

の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。 

 

３．検疫の適切な実施を確保するため、変異株 B.1.617指定国・地域から本邦に到着する航空便の

搭乗者数を抑制し、帰国を希望する邦人が帰国できることを確保しつつ、入国者数を管理する。 

 

４．日本への再入国又は帰国を前提とした、変異株 B.1.617 指定国・地域への短期渡航について、

当分の間、中止するよう強く要請する。 

 

（注１）上記１及び２に基づく措置の実施後も、「水際対策強化に係る新たな措置（８）」（令和３年２月２日）による

変異株流行国・地域への措置は継続する。変異株流行国・地域及び変異株（B.1.617）指定国・地域の双方に指定

された国・地域からの入国者及び帰国者に対しては、双方の措置のうち、より厳しい措置のみを実施する。また、

双方の措置が同じ場合は、一方の措置を実施する。 

（注２）上記２に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置（１１）」（令和３年５月７日）は令和

３年５月 21 日午前０時に、「水際対策強化に係る新たな措置（１２）」（令和３年５月 12日）は令和３年５月 20

日午前０時に、それぞれ廃止する。 

（注３）変異株（B.1.617）指定国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の

書式で指定し公表する。 

（注４）上記１及び２に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14日以内に変異株（B.1.617）指定国・地域

における滞在歴のある者を対象とする。 

（注５）上記１及び２の前段に基づく措置は、令和３年５月 21日午前０時（日本時間）から行うものとし、今後指定

された国・地域については、指定日の３日後の日の午前０時から実施する。また、上記２の後段に基づく措置は、

令和３年５月 20日午前０時（日本時間）から行うものとし、今後指定された国・地域については、指定日の２日

後の日の午前０時から実施する。なお、上記２後段の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・

参考 
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地域について行うことに留意する。 

（注６）上記２の後段に基づく措置について、今回の指定以降、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永

住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・

地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の２日後以降に出国した者に

ついては、この限りではない（インド、パキスタン及びネパールから再入国する場合は、令和３年５月１３日まで

に再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格

を有する者については、原則として、特段の事情があるものとする）。なお、「特別永住者」については、この再入

国拒否対象とはならない。  

（注７）上記２の後段に基づく措置は、指定日の２日後の午前０時（日本時間）前に当該措置対象国・地域（インド、

パキスタン及びネパールを除く。）を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。 

         （以上） 
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水際対策強化に係る新たな措置（１４） 

      

令和３年５月 25日 

 

インドで初めて確認された変異株 B.1.617指定国・地域のうち、本措置に基づいて別途指定す

る一部の国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、追加的な強化措置として、

検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での 10 日間の待機を求める。そ

の上で、入国後３日目、６日目及び 10 日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性

と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅

等待機を求めることとする。 

また、これらの当該一部の国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情

がない限り、拒否することとする。 

 

（注１）上記に基づく措置の実施後も、「水際対策強化に係る新たな措置（１３）」（令和３年５月 18日）による変異株

B.1.617 指定国・地域への措置及び、「水際対策強化に係る新たな措置（８）」（令和３年２月２日）による変異株

流行国・地域への措置は継続する。 

（注２）上記に基づく変異株 B.1.617 指定国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都

度、別添の書式で指定し公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置（１３）」（令和３年５月 18日）の別

添の書式は廃止する。 

（注３）上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14日以内に上記に基づく一部の変異株 B.1.617 指定

国・地域における滞在歴のある者を対象とする。 

（注４）上記の前段に基づく措置は、令和３年５月 28 日午前０時（日本時間）から行うものとし、今後指定された国・

地域については、指定日の３日後の日の午前０時から実施する。また、上記の後段に基づく措置は、インド、スリ

ランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ及びモルディブから再入国する在留資格保持者に対しては、令和

３年５月 27 日午前０時（日本時間）から行うものとし、同日時までは「水際対策強化に係る新たな措置（１３）」

（令和３年５月 18 日）の２の後段に基づく措置を継続し、今後指定された国・地域については、指定日の２日後

の日の午前０時から実施する。なお、上記後段の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域

について行うことに留意する。 

（注５）上記の後段に基づく措置について、今回の指定以降、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住

者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域

から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の２日後以降に出国した者につい

ては、この限りではない（インド、パキスタン及びネパールから再入国する場合は令和３年５月 13 日までに、バ

ングラデシュ及びモルディブから再入国する場合は令和３年５月 19日までに、スリランカから再入国する場合は

令和３年５月 20日までに、それぞれ再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配

偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者については、原則として、特段の事情があるものとする。）。なお、

「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。  

（注６）上記の後段に基づく措置は、指定日の２日後の午前０時（日本時間）前に当該措置対象国・地域（インド、ス

リランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ及びモルディブを除く。）を出発し、同時刻以降に本邦に到着

した者は対象としない。 

         （以上） 
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新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について 

 

 

令和３年６月 21日 

 

１．「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」については、現在 29か国・地域（※）が

指定されているところですが、今般、下記の４の国・地域について、指定を解除するこ

ととします。 

 

（１）チェコ 

（２）ハンガリー 

（３）米国（テネシー州、ミシガン州） 

（４）レバノン 

 

 （※）29か国・地域 

アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、

オーストリア、オランダ、カナダ（オンタリオ州）、スイス、スウェーデン、スペイン、チ

ェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、

フィリピン、ブラジル、フランス、米国（テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ

州）、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン 

 

２．上記４の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所

長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で３日間待機いただき、入国後

３日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和３年６月 24 日午

前０時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場

所での待機及び入国後３日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での

待機をしていただくことになります。 

 

以上 
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令和３年２月２日 

令和３年６月 21日最終改正 

 

 

変異株流行国・地域に該当する国・地域について 

 

厚 生 労 働 省 

健 康 局 

結 核 感 染 症 課 

健 康 課 

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 

生活衛生・食品安全企画課 

検 疫 所 業 務 管 理 室 

外 務 省 領 事 局 政 策 課 

 

「水際対策強化に係る新たな措置（８）」（令和３年２月２日）に基づき、外務省及び厚

生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている国・地域は以下のとおりです。 

 

国・地域 指定日 ３.（２）に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

アイルランド、英国、ブラ

ジル（アマゾナス州）、南ア

フリカ共和国 

令和３年２月２日 令和３年２月５日午前０時 

アラブ首長国連邦、イタリ

ア、オーストリア、オラン

ダ、スイス、スウェーデン、

デンマーク、ドイツ、ナイ

ジェリア、ブラジル（アマ

ゾナス州を除く）、フラン

ス、ベルギー 

令和３年３月２日 令和３年３月５日午前０時 

エストニア、パキスタン、

ルクセンブルク 

令和３年３月 17日 令和３年３月 20日午前０時 

ウクライナ、フィリピン 令和３年３月 26日 令和３年３月 29日午前０時 

カナダ（オンタリオ州）、ス

ペイン 

令和３年４月６日 令和３年４月９日午前０時 
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米国（フロリダ州、ミネソ

タ州）、インド、ペルー 

令和３年４月２８日 令和３年５月１日午前０時 

ネパール 令和３年５月１２日 令和３年５月１５日午前０時 

 

※ イスラエルについては令和３年２月２日付け、スロバキアについては令和３年３月２

日付けで変異株流行国・地域に指定していたところ、令和３年６月１日付けで解除した。

ポーランドについては令和３年３月 17 日付け、フィンランドについては令和３年４月

６日付けで変異株流行国・地域に指定していたところ、令和３年６月 11 日付けで解除

した。 

※ チェコ、ハンガリー、レバノンについては令和３年３月 17 日付け、米国（テネシー

州、ミシガン州）については令和３年４月 28 日付けで変異株流行国・地域に指定して

いたところ、今般、この指定を解除することとし、令和３年６月 24 日午前０時以降の

入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所での待機、入国後３日目の検査

を求めないこととする。 
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水際対策強化に係る新たな措置（８） 

 

令和３年２月２日 

 

１．新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの新規入国の一時停止 

  「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」（第 38回新型コロナウイルス感染症

対策本部（令和２年６月 18日）資料２）及び「国際的な人の往来の再開等（第 41回新

型コロナウイルス感染症対策本部（令和２年７月 22日）資料３）」に基づき、防疫措置

を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に

入国を認め（レジデンストラック）、14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した

形で行動制限を一部緩和（ビジネストラック）し、並びに、「国際的な人の往来の再開」

（第 43回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和 2年 9月 25日）資料４の１（２））

に基づき、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、原則として全て

の国・地域からの新規入国を許可してきたところであるが、引き続き、当分の間、これ

らの仕組みによる新型コロナウイルス変異株流行国・地域（以下「変異株流行国・地域」

という）からの新規入国を拒否する。 

 

２．変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止 

  「国際的な人の往来の再開」（第 44回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和２年

10 月 30 日）資料５の１）に基づき、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、

全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・

団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の 14日間待機緩和を認めてきたと

ころであるが、引き続き、当分の間、この仕組みによる変異株流行国・地域からの帰国

者及び再入国者については 14日間待機緩和を認めない。 

 

３．検疫の強化 

（１）変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、引き続き、当分の

間、出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施す

る。 

 

（２）変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長

の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での待機を求める。その上で、

入国後３日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所

が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機を求めることとする。な

お、検査証明を帰国時に提出できない日本人については、帰国後３日目及び６日目に

改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所

参考 
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が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14日間の自宅等待機を求めることとする。 

 

（注１）上記１～３に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置」（令和２年 12月 23日）

及び「水際対策強化に係る新たな措置（２）」（令和２年 12 月 25日）は、廃止する。 

（注２）変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の

書式で指定し公表する。 

（注３）上記１～３に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14 日以内に変異株流行国・地域

における滞在歴のある者を対象とする。 

（注４）上記３（２）に基づく措置は、令和３年２月５日午前０時（日本時間）から行うものとし、今後

指定された国・地域については、指定日の３日後の日の午前０時から実施する。 

 

   （以上） 

 

 


